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福
井
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
六
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

西
川　

一
誠

福
井
県
規
則
第
四
十
号

福
井
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
井
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（

平
成
十
五
年
福
井
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
林
業
従
事
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
」
の
下
に
「
お
よ
び
認
定
中
小
企
業
者
（
中
小

企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十

八
号
。
以
下
「
農
商
工
等
連
携
促
進
法
」
と
い
う
。

）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
中
小
企
業
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
二
条
中
「
林
業
従
事
者
等
」
の
下
に
「
お
よ
び

認
定
中
小
企
業
者
で
知
事
が
別
に
定
め
る
要
件
を
満

た
す
も
の
」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
中
「
貸
付
け
」
を
「
林
業
従
事
者
等
に
対

す
る
貸
付
け
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

2　

認
定
中
小
企
業
者
に
対
す
る
貸
付
け
の
対
象
と

な
る
資
金
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
支
援
措
置

（
農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号

ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
に

必
要
な
次
に
掲
げ
る
資
金
と
す
る
。

一　

林
業
経
営
ま
た
は
木
材
産
業
経
営
に
必
要
な

施
設
の
設
置
ま
た
は
立
木
の
取
得
に
必
要
な
資

金
二　

林
業
従
事
者
等
の
生
産
す
る
林
産
物
を
原
料

ま
た
は
材
料
と
し
て
相
当
程
度
使
用
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
加
工
の
用
に
供
す
る
施
設
の
改

良
、
造
成
ま
た
は
取
得
（
以
下
「
改
良
等
」
と

い
う
。
）
に
必
要
な
資
金

三　

林
業
従
事
者
等
の
生
産
す
る
林
産
物
を
相
当

程
度
販
売
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
販
売
の
用

に
供
す
る
施
設
の
改
良
等
に
必
要
な
資
金

　

第
四
条
第
二
項
中
「
一
林
業
従
事
者
等
」
の
下
に

「
ま
た
は
一
認
定
中
小
企
業
者
」
を
加
え
、
同
条
第

四
項
中
「
林
業
従
事
者
等
」
の
下
に
「
ま
た
は
認
定

中
小
企
業
者
」
を
、
「
認
定
（
」
の
下
に
「
農
商
工

等
連
携
促
進
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

資
金
の
貸
付
け
」
の
下
に
「
、
農
商
工
等
連
携
促
進

法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
お

よ
び
農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材

料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
資
金

の
貸
付
け
」
を
、
「
三
年
以
内
」
の
下
に
「
（
農
商

工
等
連
携
促
進
法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資

金
の
貸
付
け
に
あ
っ
て
は
五
年
以
内
）
」
を
加
え
る

。
　

第
六
条
お
よ
び
第
八
条
中
「
林
業
従
事
者
等
」
の

下
に
「
ま
た
は
認
定
中
小
企
業
者
」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

―
―　

目　
　

次　

―
―

（
※
は
、
県
例
規
集
登
載
事
項
）

規　

則
※
福
井
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
〇
・

森
づ
く
り
課
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告　

示
○
有
害
な
興
行
の
指
定
（
五
八
〇
・
県
民
安

全
課
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
有
害
な
図
書
等
の
指
定
（
五
八
一
・
同
） …
五

○
救
急
業
務
に
係
る
医
療
機
関
の
申
出
の
撤

回
（
五
八
二
・
坂
井
保
健
所
） …
…
…
…
…
五

○
救
急
業
務
に
係
る
医
療
機
関
の
認
定
（
五

　

八
三
・
同
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

公　

告
○
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け

る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落

札
者
の
決
定
（
情
報
政
策
課
） …
…
…
…
…
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る

意
見
（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
） …
…
六

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
（
二
件
・
福

井
農
林
総
合
事
務
所
） …
…
…
…
…
…
…
…
六

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
（
二
件
・
同

　

） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

正　

誤
○
平
成
二
十
一
年
二
月
十
日
福
井
県
告
示
第

四
十
七
号
（
保
安
林
の
指
定
の
予
定
） …
…
七

規　
　
　
　
　

則
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様
式
第
二
号
中
「千

円

」
を
「円

」
に
改
め
、
「

林
業
従
事
者
等

」
の
次
に
「ま

た
は
認
定
中
小
企
業

者

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「

千
円

」
を
「円

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「千

円

」
を
「円

」
に
改
め
、
「

林
業
従
事
者
等

」
の
次
に
「ま

た
は
認
定
中
小
企
業

者

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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貸
付
超
過
の
場
合

の
処
理
経
過
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様
式
第
八
号
中
「千

円

」
を
「円

」
に
改
め
、
「

林
業
従
事
者
等

」
の
次
に
「ま

た
は
認
定
中
小
企
業

者
」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「千

円

」
を
「円

」
に
改
め
、
「

林
業
従
事
者
等

」
の
次
に
「ま

た
は
認
定
中
小
企
業

者

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「千

円

」
を
「円

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

2　

改
正
前
の
福
井
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金

貸
付
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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る
。

指
定
年
月
日
　
平
成
2
1
年
9
月
2
4
日

福
井
県
告
示
第
5
8
2
号

　
消
防
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
8
6
号
）
第
2

条
第
9
項
の
救
急
業
務
に
係
る
医
療
機
関
か
ら
、
平

成
2
1
年
9
月
8
日
付
け
で
、
救
急
病
院
等
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
3
9
年
厚
生
省
令
第
8
号
）
第
1
条

第
1
項
の
申
出
の
撤
回
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
2

条
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る

。　
　
平
成
2
1
年
1
0
月
6
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
区
分
　
救
急
病
院

福
井
県
告
示
5
8
0
号

　
福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
3
9
年
福
井
県

条
例
第
1
5
号
）
第
1
0
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な

興
行
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
2
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
1
0
月
6
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

指
定
理
由
　
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は

　
　
　
　
著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪

　
　
　
　
を
誘
発
助
長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年

　
　
　
　
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

　
　
　
　
る
。

指
定
年
月
日
　
平
成
2
1
年
9
月
2
4
日

福
井
県
告
示
5
8
1
号

　
福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
3
9
年
福
井
県

条
例
第
1
5
号
）
第
1
1
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な

図
書
等
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
3
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
1
0
月
6
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

指
定
理
由
　
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は

　
　
　
　
著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪

　
　
　
　
を
誘
発
助
長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年

　
　
　
　
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

告　
　
　
　
　

示

種
別

題
　
　
　
　
　
　
名

制
作
会
社
、
配
給
会
社
等
名

映
画
人
妻
痴
情
　
し
と
や
か
な
性
交

オ
ー
ピ
ー
映
画

映
画
若
義
母
　
む
し
ゃ
ぶ
り
喰
う

オ
ー
ピ
ー
映
画

映
画
壺
姫
ソ
ー
プ
　
ぬ
る
肌
で
裏
責
め

オ
ー
ピ
ー
映
画

映
画
夜
の
タ
イ
語
教
室
　
い
く
ま
で
我
慢
し
て

新
日
本
映
像

映
画
熟
女
　
淫
ら
に
乱
れ
て

新
東
宝
映
画

一
般
雑
誌図
　
　
書
　
　
等
　
　
名

雑
誌
番
号
等

制
作
所
､
発
行
所
等
名

巨
乳
ぷ
る
ぷ
る
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
プ
ル
メ
ロ

1
0
月
号

07877－
10
若
生
出
版
株
式
会
社

ナ
マ
イ
キ
ッ
！
　
1
0
月
号

06909－
10
㈱
竹
書
房

Ｋ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｕ
Ｉ
　
1
0
月
号

12955－
10
株
式
会
社
ジ
ー
オ
ー
テ
ィ
ー

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
失
楽
天
　
1
0
月
号

13878－
10
ワ
ニ
マ
ガ
ジ
ン
社

コ
ミ
ッ
ク
Ｐ
フ
ラ
ー
ト
　
1
0
月
号

13760－
10
㈱
マ
ッ
ク
ス

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ
パ
ラ
　
1
0
月
号

08493－
10
株
式
会
社
竹
書
房

上
級
恋
愛
ミ
ン
ト
　
1
0
月
号

04593－
10
株
式
会
社
近
代
映
画
社

コ
ミ
ッ
ク
Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｅ
　
1
0
月
号

13703－
10
㈱
ジ
ュ
ネ
ッ
ト

雑
誌
（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
付
）

月
刊
ト
ッ
プ
テ
ン
メ
イ
ト
　
1
0
月
号

06703－
10
若
生
出
版
株
式
会
社

Ｃ
ｈ
ｕ
[人
妻
]Ｄ
Ｖ
Ｄ
　
1
0
月
号

06235－
10
株
式
会
社
ワ
ニ
マ
ガ
ジ
ン
社

マ
ガ
ジ
ン
・
バ
ン
！
　
1
0
月
号

18371－
10
㈱
サ
ン
出
版

ス
ト
リ
ー
ト
・
シ
ュ
ガ
ー
・
リ
ン
ダ

1
0
月
号

05389－
10
㈱
サ
ン
出
版

Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
　
V
ol.2

16624－
10
㈱
東
京
三
世
社

月
刊
オ
ン
.ド
ッ
ト
　
1
0
月
号

12203－
10
Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ

ワ
ン
コ
イ
ン
　
ザ
・
ベ
ス
ト
　
V
ol.2

16640－
10
Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ

チ
ョ
ベ
コ
ミ
！
　
1
0
月
号
　

06233－
10
㈱
東
京
三
世
社
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⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
1
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
午
前
8
時
3
0
分
か
ら
午
後
5
時
3
0
分
ま

で

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
1
月
3
0

日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
平
成
2
1
年
1
0
月
6
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
荒
川
　
一
雄
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
70－

48
 　
未
更
毛
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
8
月
4
日

に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
平
成
2
1
年
1
0
月
6
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
内
田
嘉
兵
衞
　
福
井
市
本
堂
町
70－

17
理
　
事
　
横
山
　
忍
　
　
福
井
市
本
堂
町
8－
7

理
　
事
　
牧
野
　
敏
雄
　
福
井
市
羽
坂
町
27－

10
理
　
事
　
小
沢
一
郎
平
　
福
井
市
羽
坂
町
27－

2
理
　
事
　
谷
上
　
尉
知
　
福
井
市
細
坂
町
25－

26
理
　
事
　
西
出
　
俊
雄
　
福
井
市
更
毛
町
8－
17

理
　
事
　
田
中
　
俊
雄
　
福
井
市
細
坂
町
25－
40－

1

理
　
事
　
森
阪
　
嗣
次
　
福
井
市
羽
坂
町
27－

19
理
　
事
　
堂
下
　
暁
　
　
福
井
市
本
堂
町
6－
8

理
　
事
　
池
田
　
俊
雄
　
福
井
市
本
堂
町
67－

6
理
　
事
　
細
川
善
右
ヱ
門
　
福
井
市
更
毛
町
8－
15

理
　
事
　
加
畑
市
兵
衞
　
福
井
市
本
堂
町
68－

11
理
　
事
　
横
山
栄
二
郎
　
福
井
市
本
堂
町
8－
2

る
な
ど
交
通
事
故
防
止
に
配
慮
す
る
こ
と
。

・
車
両
の
店
舗
用
駐
車
場
出
入
り
の
際
の
交
通
事

故
防
止
の
観
点
か
ら
、
出
入
口
付
近
で
の
良
好

な
視
界
の
確
保
お
よ
び
一
時
停
止
な
ど
注
意
喚

起
の
看
板
・
路
面
表
示
な
ど
の
設
置
と
そ
の
保

全
に
努
め
る
こ
と
。

　
⑵
　
環
境
に
つ
い
て

・
屋
外
照
明
・
広
告
塔
照
明
を
設
置
す
る
場
合
は

、
光
害
対
策
に
つ
い
て
考
慮
す
る
こ
と
。

・
屋
外
拡
声
器
の
使
用
は
、
そ
の
音
量
お
よ
び
使

用
時
間
に
留
意
す
る
こ
と
。

・
廃
棄
物
収
集
作
業
に
パ
ッ
カ
ー
車
に
よ
る
破
砕

作
業
を
行
う
場
合
は
、
騒
音
防
止
に
配
慮
す
る

こ
と
。

　
⑶
　
道
路
に
つ
い
て

・
建
物
お
よ
び
駐
車
場
よ
り
排
出
さ
れ
る
雨
水
に

つ
い
て
、
一
定
の
道
路
側
溝
に
集
中
し
な
い
よ

う
、
排
水
系
統
な
ら
び
に
流
末
処
理
を
検
討
す

る
こ
と
。

・
周
辺
の
車
道
、
歩
道
お
よ
び
道
路
側
溝
の
除
草

、
清
掃
等
の
環
境
美
化
に
協
力
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
清
掃
整
備
に
つ
い
て

・
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
に
つ
い
て
は
、

「
廃
棄
物
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
を

遵
守
の
う
え
一
般
廃
棄
物
は
市
、
産
業
廃
棄
物

は
県
の
許
可
を
得
た
業
者
に
よ
り
適
切
に
処
理

す
る
こ
と
。

・
廃
棄
物
の
減
量
化
お
よ
び
資
源
化
に
努
め
る
こ

と
。

4
　
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
市
大
手
三
丁
目
1
7
番
1
号

　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振

興
課

　
⑵
　
福
井
市
大
手
三
丁
目
1
0
番
1
号

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
マ
ー
ケ
ッ
ト
戦
略
室

5
　
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き

　
る
時
間
帯

　
　
平
成
2
1
年
8
月
3
1
日

4
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
三
谷
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
株
式
会
社

　
福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
熊
堂
第
3
号
7
番
地
1

－
1
3
　

5
　
落
札
金
額

　
　
総
額
4
5
,
8
6
8
,
2
0
0
円

6
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

7
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
平
成
2
1
年
7
月
1
7
日

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
1
0
年
法
律
第

9
1
号
）
第
8
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
福
井
市
か

ら
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
3
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
1
0
月
6
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
1
0
0
満
ボ
ル
ト
福
井
南
店

　
福
井
市
江
守
中
町
7
字
2
9
番
4
、
3
0
番
3

、
3
1
番
3
、
3
2
番
1
、
3
3
番
1
、
3
4
番

1
、
3
4
番
2
、
3
4
番
3
、
3
4
番
4
、
3
5

番
1
、
3
5
番
2
、
3
5
番
3
、
3
6
番
、
3
7

番
、
3
8
番
、
3
9
番
、
4
0
番
1
お
よ
び
4
1

番
1

2
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

　
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

　
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
サ
ン
キ
ュ
ー

代
表
取
締
役
　
柴
田
　
清
一
郎

福
井
市
新
保
町
2
字
3
番

3
　
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

　
⑴
　
交
通
に
つ
い
て

・
特
に
開
店
時
や
イ
ベ
ン
ト
時
な
ど
多
数
の
来
客

に
よ
る
交
通
混
雑
が
見
込
ま
れ
る
時
は
、
周
辺

住
民
へ
の
周
知
徹
底
や
交
通
誘
導
員
を
増
員
す

2
　
名
称
　
加
納
外
科
病
院

3
　
所
在
地
　
あ
わ
ら
市
花
乃
杜
1
丁
目
2
－
3
9

福
井
県
告
示
第
5
8
3
号

　
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
3
9
年
厚
生

省
令
第
8
号
）
第
1
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

消
防
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
8
6
号
）
第
2
条

第
9
項
の
救
急
業
務
に
係
る
医
療
機
関
を
認
定
し
た

の
で
、
同
令
第
2
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
1
0
月
6
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
区
分
　
救
急
病
院

2
　
名
称
　
加
納
病
院

3
　
所
在
地
　
あ
わ
ら
市
花
乃
杜
1
丁
目
2
－
3
9

4
　
認
定
年
月
日
　
平
成
2
1
年
9
月
9
日

5
　
認
定
の
有
効
期
限
　
平
成
2
4
年
9
月
8
日

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の

特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
7
年
福
井
県
規
則
第
8

2
号
）
第
1
2
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
1
0
月
6
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
  一
誠

1
　
落
札
に
係
る
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
行
政
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
接
続
用
Ｌ

3
Ｓ
Ｗ
・
監
視
装
置
等
の
機
器
購
入
お
よ
び
保
守

一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

2
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

　
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
総
合
政
策
部
情
報
政
策
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
3
丁
目
1
7
番
1
号

3
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

公　
　
　
　
　

告
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監
　
事
　
谷
口
　
孝
治
　
福
井
市
羽
坂
町
7－
3

平
成
2
1
年
2
月
1
0
日
福
井
県
告
示
第
4
7
号
（

保
安
林
の
指
定
の
予
定
）

監
　
事
　
佐
々
木
弥
寿
夫
　
福
井
市
本
堂
町
67－

36
監
　
事
　
谷
口
　
明
善
　
福
井
市
羽
坂
町
6－
29

監
　
事
　
田
中
　
一
宏
　
福
井
市
細
坂
町
28－

23

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
2
月
2
6

日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
平
成
2
1
年
1
0
月
6
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　

理
　
事
　
高
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20－

32
 　
未
更
毛
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
8
月
5
日

に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
平
成
2
1
年
1
0
月
6
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　

理
　
事
　
内
田
嘉
兵
衞
　
福
井
市
本
堂
町
70－

17
理
　
事
　
横
山
　
忍
　
　
福
井
市
本
堂
町
8－
7

理
　
事
　
牧
野
　
敏
雄
　
福
井
市
羽
坂
町
27－

10
理
　
事
　
谷
上
　
尉
知
　
福
井
市
細
坂
町
25－

26
理
　
事
　
森
阪
　
輝
次
　
福
井
市
羽
坂
町
27－

19
理
　
事
　
西
出
　
俊
雄
　
福
井
市
更
毛
町
8－
17

理
　
事
　
堂
下
　
暁
　
　
福
井
市
本
堂
町
6－
8

理
　
事
　
田
中
　
哲
夫
　
福
井
市
細
坂
町
25－
40－
1

理
　
事
　
佐
々
木
英
治
　
福
井
市
本
堂
町
43－

8
理
　
事
　
池
田
　
俊
雄
　
福
井
市
本
堂
町
67－

6
理
　
事
　
細
川
善
右
ヱ
門
　
福
井
市
更
毛
町
8－
15

理
　
事
　
加
畑
市
兵
衞
　
福
井
市
本
堂
町
68－

11
理
　
事
　
横
山
栄
二
郎
　
福
井
市
本
堂
町
8－
2

監
　
事
　
佐
々
木
弥
寿
夫
　
福
井
市
本
堂
町
67－

36
監
　
事
　
田
中
　
一
宏
　
福
井
市
細
坂
町
28－

23

正　
　
　
　
　

誤

ペ
ー
ジ
段

行
誤

正

3
1

4
4
0
・
4
3
字
駒
尾
1
の
1
（
以
上
2
筆
に
つ

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

4
0
、
4
3
字
駒
尾
1
の
1
、

9
2
7
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

2
7
、

11
ま
で
・
3
5
・
3
6
の
1
・
3
6
の
2
・
3
7

（
以
上
7
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、

ま
で
、
3
5
、
3
6
の
1
、
3
6
の
2
、
3
7

、
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平
成
二
十
一
年
十
月
六
日
印　

刷　
発
行
人　

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号　

福　

井　

県

平
成
二
十
一
年
十
月
六
日
発　

行　
印
刷
人　

〒
九
一
〇
―
〇
八
四
三　

福
井
県
福
井
市
西
開
発
三
丁
目
七
一
五　

白
崎
印
刷（
株
）　

☎
53
六
三
〇
〇




